
基本的な３つのポイントを守るだけで防げる事故があります

そ の ①

船舶事故発生状況

自船の安全３か条
１ 発航前、機関や燃料等の点検の実施
２ 航行時、常時見張りの徹底
３ 故障時に備え、救助支援者の確保

第七管区海上保安本部
海の安全推進室

℡093-331-6395(交通部安全対策課)

BACKNUMBER（二次元コードは右側をご利用ください。）

https://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/gyoumu/kyunan/marine_anzen_report/

１９３号（緊急号）

船に乗る方

ウォーターセーフティガイドに詳しい事故防止の
ための情報が掲載されています。
右の二次元コードからご確認をお願いします。

隻

Ｒ４

Ｒ５

自己救命策３つのポイント
１ ライフジャケットの常時着用
２ 防水パック入り携帯電話等の
連絡手段の確保

３ １１８番の活用

マリンレジャーをされる方
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今年に入り七管区内での船舶海難の発生件数が増加しています。速報値ではありま
すが１月から３月末までの３ヶ月の累計隻数で、今年は７９隻と昨年同時期の５６隻と
比べ２３隻増加し、約１.４倍の発生隻数を記録しています。今年は、新型コロナウイル

スによる行動制限も緩和され、人々の活動も活発化してきているなか、間もなくゴー
ルデンウイークをはじめとする本格的なマリンレジャーシーズンを迎えます。

事故防止のため、まずは安全運航や安全なマリンレジャー活動の基本を守り、事故
防止に努めましょう。

船舶事故昨年比約１.４倍！
事故多発！事故多発！

約１.４倍


